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第３５回
名古屋高速道路公社料金問題調査会

前回の料金問題調査会（H23.8.9）以降の主な周辺動向

いつも近くに名古屋高速

名古屋高速道路公社

参考資料
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前回の料金問題調査会（H23.8.9）以降の主な周辺動向

（参考1） 社会資本整備審議会「道路分科会国土幹線道路部会」
の中間答申

（今後の維持管理、料金等に関する国の中間答申（委員長 寺島実郎）がH25年6月に示された ）

（参考4） 大都市圏の料金制度に関する動向
（首都高速道路、阪神高速道路の料金制度が平成24年1に対距離料金制に移行した）

（参考3） 消費税法の改正
（社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を
改正する等の法律が平成24年8月に公布された）

（参考2） 高速道路各社の大規模修繕等の検討動向
（長期的視点での大規模更新・修繕に関する有識者委員会の提言が、首都高速道路では平成25年

1月、阪神高速道路及びNEXCO三社では平成25年4月に示された）
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（参考1）今後の維持管理や料金等に関する国の審議会動向

・ 老朽化が進む高速道路の維持管理・更新のあり方や、平成２５年度で終了期
限を迎える料金割引の今後のあり方などの今後の料金制度について、国の審
議会※より中間答申（25年6月）が出された。

※社会資本整備審議会「道路分科会国土幹線道路部会（委員長 寺島実郎）
※検討対象は、高速道路（株）が建設・管理する高速道路。名高速は直接対象となっていない。
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○高速道路の利用者による負担を基本に、民営化時に想定した債務の償還満了
後、１０～１５年度程度を目安として料金徴収期間を延長

○償還満了後も維持管理負担を利用者に求め続けることも検討

※下線部は、中間答申の中で、影響のあると思われる内容を公社にて抽出したもの(下記に拡大再掲）

国土幹線道路部会 中間答申のポイント
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○新しい料金水準の導入 「整備重視の料金」から「利用重視の料金」へ
対距離制を基本として、３つの料金水準に整理（普通区間、大都市近郊区間、
海峡部等特別区間）

○利用者の行動変化を引き出す割引に限定
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○管理主体を超えたシームレスな料金体系

○都心通過交通の抑制
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（参考２）高速道路各社の大規模修繕等の検討動向

（他機関の大規模修繕等に関する検討）
・首都高速道路、阪神高速道路、NEXCOでは、高速道路を長期的に機能させるた

めの１００年先まで見据えた 大規模更新・修繕に関する有識者委員会が設置され、

大規模更新・修繕の必要性と概算費用などを取りまとめた提言が出された※。

出典：国土幹線道路部会資料

※各社の提言もしくは中間とりまとめ
首都高速道路構造物の大規模更新のあり方に関する調査研究委員会 平成25年1月15日提言
阪神高速道路の長期維持管理及び更新に関する技術検討委員会 平成25年4月17日提言
高速道路資産の長期保全及び更新のあり方に関する技術検討委員会 平成25年4月26日中間と
りまとめ（NEXCO）
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（名古屋高速道路公社の大規模修繕等に関する検討）

・公社においても、将来にわたって健全な状態で管理し、安心してご利用いただくた

め、先行事例を参考に、構造物の長寿命化対策にむけ、平成２５年７月に有識者

による委員会を設置。

・大規模修繕等の必要性などを含め、長期的な視点での維持管理のあり方につい

て検討していく。

名古屋高速道路の長期維持管理及び大規模修繕等に関する技術検討委員会
（平成２５年７月設置）

＜委員長＞ 梅原 秀哲 名古屋工業大学大学院 教授
＜委 員＞ 加藤 義人 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)

舘石 和雄 名古屋大学大学院 教授
中村 光 名古屋大学大学院 教授
秀島 栄三 名古屋工業大学大学院 教授
山田 基成 名古屋大学大学院 教授

（参考２）高速道路各社の大規模修繕等の検討動向
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（参考３）消費税法の改正

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を
改正する等の法律が平成24年8月22日に公布された。

※現在の料金は内税方式であり、750円には消費税５％分が含まれている。
仮に、増税分を料金に単純転嫁した場合、消費税率8%で名古屋線771.4円、10%で785.7円
の計算になる。

国税庁資料より
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（参考4) 大都市圏（首都圏・大阪圏）の料金制度に関する動向

・首都高速道路及び阪神高速道路では、平成24年1月1日より、料金圏を有
する均一料金制から、料金圏の無い距離別料金制へ移行した。

S37(S39)～H23

料金圏の有する均一料金
（採用理由）
○膨大な交通量をすばやく処理
することが必要

○出口に料金所のスペースを確保
することが困難

料金圏の無い距離別料金

H24～

①ネットワークの拡大に伴う不公平感の拡大

・同一料金圏内で長距離利用も短距離利用も同一料金
・同じ利用距離でも同一料金圏内のみの利用と複数料金圏利用では料金が異なる

②ETC技術の導入とお客様への普及

・ETC技術により出口に料金所ブースを設けることなく、利用距離の把握が可能
・多くのお客様がETCを利用し普及している

（導入メリット）
○利用距離と通行料金のアンバランス解消
○短距離利用の割高感解消・負担軽減
○複数の料金圏利用の割高感解消・負担

軽減

○交通状況に応じた経路選択の促進
○高速道路ネットワークの効率的利用

出典：首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)のHPの情報をもとに、公社において編集・作成

対距離制
移行
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・国の利便増進事業（約5，000億円）により、上限料金を抑制（1200円→900円）

・償還期間50年（民営化から45年）
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・国の利便増進事業（約3，700億円）により、上限料金を抑制（1600円→900円）

・償還期間50年（民営化から45年）
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ETC利用率の推移（首都高速、阪神高速、名古屋高速）

・ETC利用率は、平成２５年３月時点では、３社とも概ね90%に到達。
・ETCの普及により、首都高速、阪神高速では対距離制料金への移行が可能となった。

参考資料

ETC利用率の推移
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首都 91.3%
阪神 89.8%
名古屋 89.6%
（H25年3月時点）

首都、阪神
対距離制料金に移行

（H24.1）

名古屋
750円料金改定

（H16.3）

※H25年6月時点の名古屋高速道路のETC利用率は90.1%


